IGWG組織会合パネル２　（高齢者の権利に関する法的拘束力のある国際的文書の構成要素）
2026年2月19日

④　イザベラ・アボデリン教授、ペリヴォリ・アフリカ研究センター（PARC）所長

この極めて重要な議論に所見を述べる機会をいただき大変光栄です。そこで、私が長年取り組んできた、アフリカにおける高齢化の問題、および、根深く体系的な力の不均衡というテーマを通じて得た知見をもとに、意見を述べさせていただきたいと思います。この不均衡は、植民地時代の遺産としてアフリカとその人々、における、に関する、あるいは、のための、知識の生産や課題の設定を、今なお形作っています。 
しかし、私は人権の専門家ではないため、私の意見は、法的拘束力のある文書の要素ではなく、その策定プロセスや、その土台となる概念的枠組みの問題に焦点を当てます。 
私は、知的謙虚さを持ちつつこれを行います。そして、参加、公平性、グローバル・サウスへの注目、そして生きた現実との関わりの必要性を前面に押し出した昨日の議論で提起された重要な点に依拠します。
具体的には、以下の3点について述べたいと思います。
ポイント1
第一に、「私たち抜きで私たちのことを決めないで」は絶対的な原則です。そして、この文書の策定において高齢者の声を中心に据えようとする取り組みにおいては、特に南半球において、世界がどのように機能しているか、また機能すべきか、そして人間であることの意味や生涯を通じて繁栄することの意味について、支配的なヨーロッパ中心主義的な考えや概念とは異なる、先住民のものを含む、多様な知る方法や多様な知識が存在することを認識しなければなりません。（これには例えば、個人ではなく、世代を超え、家族や地域社会での関係性や集団性を重視する主体性やウェルビーイングの概念が含まれる。）   
協議のプロセスにおいては、このような軽視されてきた知識を取り込むための場を積極的に作らなければなりません。そのためには、議論へのアクセスを拡大するための形式や手法以上のものが必要となります。関連する現地の言語を重視することや、世代を超えた集団の参画を含め、意図的かつ慎重なアプローチが求められます。
また、高齢者を代表する組織が主導する協議メカニズムを支援するため、そして新たな、的を絞った実証研究を可能にするために、真摯な投資が必要となます。 
ポイント2
第二に、こうした意図的な協議アプローチを超えて、「認識論的自由」（epistemic freedom）という概念そのもの――「ヨーロッパ中心主義に縛られることなく、自らの立脚点から世界を思考し、理論化し、解釈する権利」（Ndlovu-Gatsheni, 2018）――を、この文書の策定の貴重な指針として考えることができます。　
そうすることで、文書に盛り込むべき主要な「基準」（benchmarks）――例えば、有意義な包摂、参加、自律、保護など――が、人々の生きた現実と希望を真に反映するのに役立つでしょう。
ポイント3
第三に、グローバル・サウスの多くの地域における高齢者の生きた現実は、公的資源や能力の深刻な制約、気候危機への曝露といった、より広範な構造的条件によって形作られていること、そして進歩は国家の資金に依存することを認識する必要があります。
しかし、これには、制約や状況の主要な根本原因（現在の世界経済・政治秩序の仕組みや、その内部の階層構造など）への明確かつ有意義な言及が併せて行われなければなりません。
まとめ
最後に、これら3点を考慮することによって、文書だけでなく、その文書に向けた道のりそのものを真に変革的なものにする可能性があると提案して締めくくります。 

（翻訳：佐藤久夫、高田清恵）
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